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1 基本計画・施策体系
基本計画は、基本構想に示された戸田市が目指す将来都市像を実現するため、7 つの基本目標と計

画を推進するための考え方に基づき、今後５年間で実施すべき施策の内容について定めています。 
基本計画の期間は、令和８年度（2026 年度）から令和 12 年度（2030 年度）までとします。

基本目標Ⅰ
こどもが健やかに育ち、  
いきいきと輝けるまち

施策 1
施策 2
施策 3
施策 4

施策 5
施策 6
施策 7

施策 8
施策 9
施策 10
施策 11
施策 12
施策 13
施策 14

施策 15
施策 16
施策 17
施策 18
施策 19
施策 20

施策 21
施策 22
施策 23
施策 24

施策 25
施策 26
施策 27
施策 28

施策 29
施策 30
施策 31
施策 32

考え方 1
考え方 2
考え方 3
考え方 4

子育て支援の充実
乳幼児期の保育・教育の充実
児童・青少年の育成環境の充実
世界で活躍できる人間の育成

生涯学習活動の推進
芸術文化活動の推進
スポーツ・レクリエーション活動の推進・充実

地域医療体制の強化
健康づくり支援の充実
地域福祉の推進
高齢者福祉環境の整備・充実
国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の円滑な運営
生活困窮者支援の充実
障がい福祉環境の整備・充実

消防・救急体制の強化
地域防災力・危機管理体制の充実・強化
防犯体制の強化
市民相談機能と消費生活の充実
浸水対策の推進
安全な道路環境の整備・推進

快適で秩序ある美しい市街地の形成
安心して生活できる住環境の充実
上下水道事業の効率的な運営・施設の充実
公共交通が利用しやすい環境の整備・推進

自然に親しむ空間の整備・推進
魅力ある公園づくり
生活環境の保全
環境衛生の充実

多様な働き方への支援・充実
産業振興の推進
地域資源を活用した観光振興の推進
市民活動の活性化と地域交流の促進

協働によるまちづくり
情報共有・発信の強化
質の高い行財政運営の推進
信頼される行政の実現

基本目標Ⅱ
創造性や豊かな心を育むまち

基本目標Ⅲ
共に生き、支え合い、 
安心して暮らせるまち

基本目標Ⅳ
安全な暮らしを守るまち

基本目標Ⅴ
快適に過ごせる生活基盤が
整備されたまち

基本目標Ⅵ
都市環境と自然環境が 
調和したまち

基本目標Ⅶ
活力にあふれ人が集い 
心ふれあうまち

計画推進のために

施策体系
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2 基本計画における施策

基本目標Ⅳ

こどもが健やかに育ち、
いきいきと輝けるまち基本目標Ⅰ

基本目標Ⅱ

基本目標Ⅲ

基本目標Ⅳ

基本目標Ⅴ

基本目標Ⅵ

基本目標Ⅶ 活力にあふれ人が集い
心ふれあうまち

都市環境と自然環境が
調和したまち

快適に過ごせる生活基盤が
整備されたまち

安全な暮らしを守るまち

共に生き、支え合い、
安心して暮らせるまち

創造性や豊かな心を育むまち



施策の目的

心理的、経済的な問題により、こどもを産み育てることへの不安を抱えている状況を解消し、
戸田市で子育てする全ての家庭が、安心して楽しく子育てができることを実感できる環境を整
備します。

 ■ 現況と課題

 ● 国は、令和５年（2023 年）４月にこども家庭庁を発足させ、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生
活を送ることができる社会の実現を目指す「こども基本法」が施行されたほか、「こども未来戦略」を打
ち出すなど、こども施策を強力に推進しています。

 ● 戸田市では、若い世代を中心とした転出入が多い地域性であることから、これまで地域子育て支援拠点に
おける交流の場づくりや経済的な支援など、子育て支援の充実に努めてきました。

 ● 令和６年（2024 年）３月に「戸田市地域で子育て支援を推進する条例」を施行し、地域全体で子育て支
援を推進する気運を高めています。また、令和６年（2024 年）４月には、全ての妊産婦、子育て世帯、
こどもへの一体的な相談支援を行う機能を有する「こども家庭センター※」を本格稼働させるとともに、
地域子育て相談機関※を市内に順次設置するなど、相談機能の強化を図っています。

 ● 全国的に少子化が加速する中、本市の合計特殊出生率※も 1.04（2023 年）と急速に低下しており､ 結婚
や出産を望む人への支援など、少子化対策が急務となっています。

 ● 心理的、経済的な面に起因する子育て不安やコミュニティの希薄化等による孤立感、こどもの貧困や児童
虐待､ ヤングケアラー※など、こどもや子育て世帯を取り巻く環境は刻々と変化し、複雑化しています。
家庭における養育力の向上だけでなく、様々な問題を抱える家庭への支援体制の強化や地域全体での子育
て支援に対する意識の醸成が課題となっています。
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（１）妊娠から育児まで切れ目ない支援の展開　 総合戦略

 ● 妊娠・出産、産後の母子の心身の健康に係る支援や家庭生活に困難を抱える特定妊婦等を含む当事者が必
要としている支援に確実につながることができるよう、切れ目のない支援を展開していきます。

 ● 市、地域住民などそれぞれが役割を担い、つながり、こどもたちが元気に自分らしく成長することができ
るよう、地域で一体となって子育てを応援する意識の醸成を図ります。

 ● 子育てに関する支援を必要とする人に必要な支援が行き届くように、相談しやすい体制を拡充していくと
ともに、必要な人に必要な情報が提供できるよう、多様な媒体・機会を活用して、こども・子育てに関す
る情報を提供します。

 ● 出産を望む人への妊娠・出産に関する正しい知識の普及や支援体制づくりを推進します。

（２）児童虐待の防止と対策の強化　 総合戦略

 ● 要保護児童対策地域協議会※における各関係機関との情報共有及び連携を強化します。
 ● 児童虐待を未然に防ぐため、こども家庭センターによる母子保健と児童福祉の連携や一体的な相談体制を
拡充することで、虐待事案の早期発見と迅速な対応を図ります。

（３）経済的な支援と配慮を要する家庭への支援　 総合戦略

 ● こども医療費や児童手当などの各種制度について、効果的に運用します。
 ● ひとり親家庭など、特に配慮を必要とする家庭に対する経済的支援や就労支援、学習支援などの充実を図
ります。

 ● ヤングケアラーへの支援については、関係機関を通じて周知等を行いながら早期発見や把握に努めつつ、
こどもの意向に寄り添いながら、関係機関と連携した支援を行います。

施策指標
指標名 指標説明 当初値 目標値 備考

子育てがしやすいと感じてい
る割合

子育てがしやすいと感じてい
る市民の割合 71.1% 73.8%

【市民意識調査】
令和 5 年度 (2023 年度 ) から令
和 7 年度（2025 年度）調査まで
の平均値（年 0.55 ポイント）を
加算

この地域で、今後も子育てを
していきたいと感じている割
合

乳幼児健康診査における調査
項目「この地域で子育てをし
たい」の「そう思う」「どち
らかというとそう思う」と回
答した割合

96.3% 97.0%

成育医療等基本方針の評価指標に
基づく「乳幼児健康診査必須項
目」の戸田市直近 5 か年の最大値
96.9％（令和 4 年度（2022 年度）
を上回ることを目標として設定

児童虐待に関わる支援が必要
な世帯のうち緊急度の高い世
帯の割合

要保護児童等の世帯のうち、
緊急度の高い世帯の割合 19.7％ 18.0% 以下

こども家庭センター本格稼働前後
の平均値 18.5％から 0.5 ポイン
ト減として設定

 ■ 関連計画
 ● 戸田市こども計画

子育て支援の充実施策
1

基本計画の見方
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【施策の目的】
●施策の目的を記載しています。

【現況と課題】
●施策に関連する現況と、取り組むべき課題を記載し

ています。
●協働会議で出された意見は、下線で示しています。

【施策の満足度と重要度】
●令和 7 年度（2025 年度）

に実施した市民意識調査の
結果に基づき、各施策に該
当する分野の満足度と重要
度を記載しています。

●水色の右下の領域は、満足
度が低く、重要度が高い領
域であり、今後、満足度を
高めるため、特に優先して
取り組む必要があります。



施策の目的

心理的、経済的な問題により、こどもを産み育てることへの不安を抱えている状況を解消し、
戸田市で子育てする全ての家庭が、安心して楽しく子育てができることを実感できる環境を整
備します。

 ■ 現況と課題

 ● 国は、令和５年（2023 年）４月にこども家庭庁を発足させ、全てのこどもが、将来にわたって幸福な生
活を送ることができる社会の実現を目指す「こども基本法」が施行されたほか、「こども未来戦略」を打
ち出すなど、こども施策を強力に推進しています。

 ● 戸田市では、若い世代を中心とした転出入が多い地域性であることから、これまで地域子育て支援拠点に
おける交流の場づくりや経済的な支援など、子育て支援の充実に努めてきました。

 ● 令和６年（2024 年）３月に「戸田市地域で子育て支援を推進する条例」を施行し、地域全体で子育て支
援を推進する気運を高めています。また、令和６年（2024 年）４月には、全ての妊産婦、子育て世帯、
こどもへの一体的な相談支援を行う機能を有する「こども家庭センター※」を本格稼働させるとともに、
地域子育て相談機関※を市内に順次設置するなど、相談機能の強化を図っています。

 ● 全国的に少子化が加速する中、本市の合計特殊出生率※も 1.04（2023 年）と急速に低下しており､ 結婚
や出産を望む人への支援など、少子化対策が急務となっています。

 ● 心理的、経済的な面に起因する子育て不安やコミュニティの希薄化等による孤立感、こどもの貧困や児童
虐待､ ヤングケアラー※など、こどもや子育て世帯を取り巻く環境は刻々と変化し、複雑化しています。
家庭における養育力の向上だけでなく、様々な問題を抱える家庭への支援体制の強化や地域全体での子育
て支援に対する意識の醸成が課題となっています。
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（１）妊娠から育児まで切れ目ない支援の展開　 総合戦略

 ● 妊娠・出産、産後の母子の心身の健康に係る支援や家庭生活に困難を抱える特定妊婦等を含む当事者が必
要としている支援に確実につながることができるよう、切れ目のない支援を展開していきます。
 ● 市、地域住民などそれぞれが役割を担い、つながり、こどもたちが元気に自分らしく成長することができ
るよう、地域で一体となって子育てを応援する意識の醸成を図ります。
 ● 子育てに関する支援を必要とする人に必要な支援が行き届くように、相談しやすい体制を拡充していくと
ともに、必要な人に必要な情報が提供できるよう、多様な媒体・機会を活用して、こども・子育てに関す
る情報を提供します。
 ● 出産を望む人への妊娠・出産に関する正しい知識の普及や支援体制づくりを推進します。

（２）児童虐待の防止と対策の強化　 総合戦略

 ● 要保護児童対策地域協議会※における各関係機関との情報共有及び連携を強化します。
 ● 児童虐待を未然に防ぐため、こども家庭センターによる母子保健と児童福祉の連携や一体的な相談体制を
拡充することで、虐待事案の早期発見と迅速な対応を図ります。

（３）経済的な支援と配慮を要する家庭への支援　 総合戦略

 ● こども医療費や児童手当などの各種制度について、効果的に運用します。
 ● ひとり親家庭など、特に配慮を必要とする家庭に対する経済的支援や就労支援、学習支援などの充実を図
ります。
 ● ヤングケアラーへの支援については、関係機関を通じて周知等を行いながら早期発見や把握に努めつつ、
こどもの意向に寄り添いながら、関係機関と連携した支援を行います。

施策指標
指標名 指標説明 当初値 目標値 備考

子育てがしやすいと感じてい
る割合

子育てがしやすいと感じてい
る市民の割合 71.1% 73.8%

【市民意識調査】
令和 5 年度 (2023 年度 ) から令
和 7 年度（2025 年度）調査まで
の平均値（年 0.55 ポイント）を
加算

この地域で、今後も子育てを
していきたいと感じている割
合

乳幼児健康診査における調査
項目「この地域で子育てをし
たい」の「そう思う」「どち
らかというとそう思う」と回
答した割合

96.3% 97.0%

成育医療等基本方針の評価指標に
基づく「乳幼児健康診査必須項
目」の戸田市直近 5 か年の最大値
96.9％（令和 4 年度（2022 年度）
を上回ることを目標として設定

児童虐待に関わる支援が必要
な世帯のうち緊急度の高い世
帯の割合

要保護児童等の世帯のうち、
緊急度の高い世帯の割合 19.7％ 18.0% 以下

こども家庭センター本格稼働前後
の平均値 18.5％から 0.5 ポイン
ト減として設定

 ■ 関連計画
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【施策と関連する SDGs のゴール】
●施策を推進することで貢献する SDGs の

ゴールをアイコンで示しています。

【取組の方針】
●施策の目的を達成するために行う、主な

取組の方針を示しています。
●協働会議で出された意見は、下線で示し

ています。
●本計画と一体策定した、第３期戸田市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略に該当す
る取組は 総合戦略  と記載しています。

【関連計画】
●施策に関連する個別計画を記載していま

す。
●本計画と整合性を保ち、共通の方向性を

持たせることで、施策の実効性を高める
ものです。

【施策指標】
●目標値を定め、施策目的に近づくことが

できているか、その進捗状況を測るため
の「ものさし」として指標を設定してい
ます。


